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なかのエコポイント制度の見直し結果について 

 

 なかのエコポイント制度については、平成２３年７月に制度を開始したが、来年度の制

度内容について抜本的な見直しを含めた検討を行うこととし、制度運営上、平成３０年１

２月末をもって「ＣＯ２削減コース」の新規参加登録の受付を停止したところである。 

これまでの取組の実績および効果、それを踏まえた検討結果を報告する。 

 

 

１.  これまでの取り組みの実績および効果 

平成２３年７月以降平成３０年１２月末時点で２,３４７世帯の登録があり、「ＣＯ

２削減コース」における制度発足から２９年度末までの対前年比のＣＯ２削減量の総

量は２９３．２トンとなった。 

区民総世帯の約 1％の世帯の参加ではあったが、地球温暖化防止に向け区内のエネ

ルギー消費のもっとも大きい割合を占める家庭部門における意識啓発の効果があっ

た。 

   

２．検討結果  

（１）「ＣＯ２削減コース」の廃止 

  「ＣＯ２削減コース」は、平成２３年度に開始し、電気・ガスの使用削減量を対前

年比で求めることを基本としているため、開始当初からの取組継続者が大きな削減実

績を上げるのは難しくなっている。そのため、なかのエコポイント制度のうち、「Ｃ

Ｏ２削減コース」については、現在実施している平成３０年度の取り組みをもって廃

止する。 

（２）今後の取り組み 

平成３０年度新設した環境に配慮した様々な行動に対しポイントを交付する「環境

行動コース」について、家庭向けのより手軽に参加できる取組として、環境関連アプ

リの利用者にポイントを交付する等、制度の拡充を含め、引き続き推進していく。 

   

３．今後のスケジュール 

平成３１年３月      「ＣＯ２削減コース」の廃止について区民への周知（区報、 

ホームページ等） 

「ＣＯ２削減コース」参加登録世帯への周知（郵送、メー 

ルマガジン等） 

 


